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６人の議員が一般質問�

１
市
２
町
合
併
協

議
会
再
設
置
に
関
し
て
は
、

２
月
28
日
の
議
会
で
否
決
さ

れ
終
結
し
た
。
と
こ
ろ
が
町

長
は
、
首
長
発
議
で
再
度
議

会
に
提
案
す
る
た
め
、
直
方

市
、
小
竹
町
の
首
長
に
申
し

入
れ
た
が
、
ど
う
し
て
事
前

に
議
員
と
す
り
合
わ
せ
を
し

な
か
っ
た
の
か
。

議
会
で
否
決
さ
れ

た
後
、
住
民
団
体
か
ら
こ
れ

で
い
い
の
か
、
も
う
一
度
と

い
う
話
が
あ
り
、
私
自
身
も

町
の
活
性
化
の
た
め
に
合
併

町
長

質
問

は
捨
て
難
い
と
考
え
て
い
た

の
で
、
県
に
も
協
議
を
し
、

直
方
市
、
小
竹
町
の
首
長
の

同
意
が
得
ら
れ
れ
ば
、
首
長

発
議
で
の
方
法
も
あ
る
こ
と

を
聞
き
、
も
う
一
度
議
会
に

お
願
い
し
て
審
議
を
し
て
頂

き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
各

首
長
に
相
談
し
ま
し
た
。

結
果
、
小
竹
町
か
ら
は
内

諾
を
得
ま
し
た
が
、
直
方
市

は
応
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
回

答
で
し
た
。

首
長
発
議
に
よ
る
合
併
協
設
置

と
は

町
長
│
住
民
団
体
の
意
見
を
真
摯
に
受
け
止
め
て

福
本
　
博
文
議
員

単
独
で
の
町
政
運

営
を
推
進
す
る
た
め
の
新
た

な
地
域
振
興
策
の
柱
を
揚
げ

て
頂
き
た
い
が
。

町
の
活
性
化
は
都

市
基
盤
の
整
備
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
し
か
し
合
併
が
実

現
で
き
ず
に
財
源
手
当
が
な

い
と
い
う
厳
し
い
状
況
下
に

あ
り
ま
す
。
都
市
基
盤
と
し

て
は
、
遠
賀
川
架
橋
、
イ
ン

タ
ー
が
、
も
う
少
し
具
体
的

に
見
え
て
き
た
時
点
に
お
い

て
、
町
づ
く
り
を
進
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
土
地
用
途
指
定
の

問
題
、
農
振
法
の
絡
み
な
ど

議
会
と
も
協
議
し
検
討
し
て

い
き
た
い
。

町
長

質
問

発
想
の
転
換
で

新
た
な
地
域
振
興
策
を
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不
審
者
や
学
校
へ

の
侵
入
者
の
現
状
は
。

ま
た
、
事
件
に
対
す
る
安

全
対
策
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ

う
に
対
応
し
て
き
た
の
か
。

今
後
の
対
応
は
。

学
校
へ
の
侵
入

は
現
在
ま
で
、
小
学
校
７
件
、

中
学
校
３
件
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
内
訳
は
、
小
学
校
で

校
舎
侵
入
４
件
、
内
容
は
、

盗
難
が
３
件
、
落
書
き
が
１

件
、
校
地
侵
入
３
件
で
内
容

は
、
ガ
ラ
ス
破
損
で
す
。

中
学
校
で
は
、
校
舎
侵
入

教
育
長

質
問

が
２
件
、
内
容
は
盗
難
、
校

地
侵
入
が
１
件
で
外
壁
の
落

書
き
で
す
。

安
全
対
策
は
、
小
中
学
校

危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作

成
し
、
校
内
巡
回
お
よ
び
避

難
訓
練
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

学
期
毎
に
１
回
避
難
・
防

犯
訓
練
を
し
て
い
ま
す
。
防

犯
訓
練
に
は
、
警
察
の
協
力

を
得
て
護
身
術
、
寸
劇
等
で

子
ど
も
た
ち
に
わ
か
り
や
す

い
方
法
で
行
な
っ
て
い
ま

す
。本

年
度
県
教
育
委
員
会
に

学
校
の
安
全
対
策
に
防
犯
用
具

を

教
育
長
│
本
年
度
全
学
校
に
購
入

大
阪
寝
屋
川
市
立

中
央
小
学
校
で
の
教
員
殺
傷

事
件
を
き
っ
か
け
に
再
び
、

学
校
の
安
全
対
策
が
大
き
な

問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
町

と
し
て
学
校
の
安
全
マ
ッ

プ
、
防
犯
に
対
す
る
対
応
は

で
き
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
児
童
、
教
職
員
の

安
全
確
保
を
推
進
す
る
た

め
、
防
犯
の
専
門
家
や
警
察

Ｏ
Ｂ
等
に
よ
る
ス
ク
ー
ル

ガ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
導
入
す

る
お
考
え
は
。
不
審
者
を
発

見
し
た
場
合
を
想
定
し
た
訓

練
に
つ
い
て
は
い
か
が
お
考

質
問 学

校
、
児
童
、
教
職
員
の
安
全

対
策
は

宇
田
川
　
亮
議
員

花
田
す
ま
こ
議
員

よ
る
不
審
者
対
応
の
教
職
員

研
修
が
行
な
わ
れ
る
予
定
で

す
。

安
全
対
策
の
た
め

必
要
な
防
犯
用
具
を
全
小
中

学
校
に
急
い
で
購
入
す
べ
き

だ
。
県
に
要
望
を
。

県
に
は
物
品
を

購
入
す
る
補
助
制
度
は
あ
り

ま
せ
ん
。
池
田
小
学
校
の
事

件
後
、
小
中
学
校
に
そ
れ
ぞ

れ
の
教
室
に
緊
急
防
犯
ブ

ザ
ー
を
設
置
、
児
童
生
徒
を

不
審
者
か
ら
守
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
現
在
小
学
校
２
校

に
「
さ
す
ま
た
」
を
購
入
し

て
い
ま
す
。
17
年
度
に
は
、

他
の
小
中
学
校
に
も
購
入

し
、
実
施
訓
練
を
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

教
育
長

質
問

防犯用具の「さすまた」

教
育
長
│
安
全
確
保
は
、
危
機
管
理

マ
ニ
ュ
ア
ル
で

え
か
。

携
帯
電
話
を
利
用
し
て
、

児
童
の
保
護
者
に
対
し
て
一

般
の
犯
罪
情
報
や
安
全
注
意

情
報
等
を
メ
ー
ル
で
情
報
提

供
す
る
考
え
は
。

学
校
の
安
全
確

保
は
、
直
方
警
察
署
と
連
携

を
は
か
り
、
日
常
的
な
パ
ト

ロ
ー
ル
の
要
請
や
、
近
隣
市

町
村
間
で
不
審
者
情
報
を
提

供
し
合
う
体
制
を
と
り
、
教

室
に
は
防
犯
ブ
ザ
ー
を
設
置

教
育
長

し
て
い
ま
す
。

ス
ク
ー
ル
ガ
ー
ド
の
考
え

方
は
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
よ
り
、
校
長
、
教
頭
、
教

務
主
任
、
担
任
以
外
の
教
員

に
よ
る
校
舎
内
外
の
巡
視
を

行
な
っ
て
い
ま
す
し
、
新
延

小
で
は
校
区
育
成
理
事
会
が

児
童
の
登
下
校
に
合
わ
せ
て

父
兄
や
地
域
の
方
々
に
児
童

の
見
守
り
を
お
願
い
し
、
４

月
か
ら
行
な
い
ま
す
。
訓
練

は
、
直
方
警
察
署
に
よ
る
１

１
０
番
教
室
等
を
行
な
っ
て

い
る
学
校
が
あ
り
ま
す
。

メ
ー
ル
に
よ
る
不
審
者
情

報
の
提
供
は
、
剣
南
小
で
実

施
し
て
お
り
、
他
の
小
中
学

校
育
成
部
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
方

に
賛
同
が
得
ら
れ
れ
ば
、
今

後
、
推
進
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

メールによる不審者情報の提供

不審者情報
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17
年
度
の
施
政
方

針
で
行
財
政
改
革
は
合
併
を

し
て
も
し
な
く
て
も
必
要
だ

と
述
べ
て
い
る
が
、
行
政
改

革
推
進
委
員
会
は
14
年
か
ら

一
度
も
開
か
れ
て
い
ま
せ

ん
。
本
当
に
行
財
政
改
革
が

必
要
な
ら
ば
、
象
徴
的
な
意

味
で
町
長
の
報
酬
や
退
職
金

に
も
手
を
つ
け
る
べ
き
で

は
。ま

た
、
17
年
度
予
算
案
の

ど
こ
に
行
財
政
改
革
が
反
映

さ
れ
て
い
る
の
か
。

質
問 行

財
政
改
革
の
象
徴
的
な
意
味
で
町
長
の
報

酬
や
退
職
金
に
も
手
を
つ
け
る
べ
き
で
は

報
酬
を
見
直
す
と

な
る
と
議
会
、
農
業
委
員
会
、

監
査
委
員
会
な
ど
８
４
０
人

が
対
象
と
な
る
。
県
下
の
報

酬
を
見
て
も
わ
か
る
が
、
そ

ん
な
に
高
い
と
い
う
考
え
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
自
身
で

決
め
る
の
も
良
い
が
、
多
く

の
人
が
該
当
す
れ
ば
、
報
酬

審
議
会
を
通
す
の
が
ベ
タ
ー

だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
17

年
度
予
算
は
、
今
の
段
階
で

町
長

住
民
が
力
を
最
大

限
に
発
揮
で
き
る
社
会
は
男
女

共
同
参
画
社
会
よ
り
ほ
か
に
は

な
い
と
考
え
ま
す
。
男
女
が
協

力
し
て
働
く
こ
と
に
よ
り
、
躍

動
感
の
あ
る
職
場
や
社
会
を
つ

く
り
、
平
和
な
家
庭
を
築
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
県
内
の
男
女

共
同
参
画
社
会
基
本
条
例
設
置

の
状
況
は
。

合
併
を
せ
ず
に
単
独
で
い
く

こ
と
を
選
択
し
た
今
、
男
女
共

同
参
画
社
会
基
本
条
例
の
制
定

を
急
ぐ
べ
き
で
は
。

男
女
共
同
参
画
社
会

町
長

質
問 男

女
共
同
参
画
社
会
基
本
条
例

の
制
定
を

都
市
化
に
よ
っ

て
、
飼
っ
て
い
た
ペ
ッ
ト
が

死
ん
だ
時
、
そ
の
死
体
の
処

理
に
頭
を
痛
め
る
家
庭
が
多

い
の
で
は
な
い
か
。
民
間
に

も
ペ
ッ
ト
の
焼
却
場
が
あ
り

ま
す
が
、
ゴ
ミ
同
様
に
処
理

さ
れ
、
比
較
的
丁
重
な
と
こ

ろ
で
は
、
費
用
が
か
か
り
す

ぎ
る
。
そ
こ
で
、
鞍
手
斎
場

に
併
設
す
る
と
い
う
形
で

ペ
ッ
ト
の
火
葬
場
を
建
設
し

て
は
ど
う
か
。

住
民
感
情
に
も
十

分
配
慮
し
な
が
ら
、
コ
ス
ト

の
関
係
、
利
用
者
負
担
な
ど

検
討
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

町
長

質
問

香
原
　
　
暹
議
員

町
長
―
自
分
で
決
め
る
よ
り
報
酬
審

議
会
を
通
す
の
が
ベ
タ
ー

町
長
―
住
民
に
理
解
と
協
力
を
得
ら

れ
る
時
期
が
く
れ
ば

岡

邦
博
議
員

は
最
小
必
要
限
度
の
額
だ
と

思
い
ま
す
。一

市
二
町
の
合
併

に
つ
い
て
議
会
の
議
決
が
出

た
後
も
、
町
長
発
議
で
の
合

併
を
模
索
す
る
な
ど
町
長
の

言
動
で
町
内
が
混
乱
し
、
他

の
市
町
に
も
ご
迷
惑
を
か
け

た
と
思
い
ま
す
が
、
町
長
は

ど
の
よ
う
に
責
任
を
感
じ
て

い
ま
す
か
。責

任
を
感
じ
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
合
併
は

相
手
が
あ
っ
て
の
合
併
で
も

あ
る
し
、
こ
れ
で
全
て
合
併

が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
新
法
で
の
取
り
組

み
も
あ
り
ま
す
。

町
長

質
問

平成17年度�

一般会計予算書�

平成17年度�

施政方針�

の
実
現
に
つ
い
て
は
、
国
の
法

律
を
基
本
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
現
段
階
で
は
、
住
民
に
法

の
主
旨
を
十
分
理
解
し
て
い
た

だ
き
、
今
後
企
業
を
含
め
て
理

解
と
協
力
を
得
ら
れ
る
時
期
が

く
れ
ば
条
例
制
定
は
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。

県
内
で

は
、
13
市
町
が
条
例
を
制
定

し
て
い
ま
す
。

人
権
推
進
課
長

葬
祭
場
に

ペ
ッ
ト
の
火
葬
場
を男性も調理実習
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今
ま
で
低
所
得
者

世
帯
は
軽
減
措
置
と
し
て
免

除
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今

年
の
３
月
で
廃
止
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
負
担
が
増

と
な
り
、
利
用
で
き
な
い
状

況
が
懸
念
さ
れ
ま
す
が
、
継

続
す
る
考
え
は
。

保
険
料
を
納
め
て

い
る
人
の
気
持
ち
を
考
え
る

と
軽
減
措
置
は
や
め
る
時
期

に
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

介
護
保
険
制
度
を
維
持
す
る

た
め
に
は
や
む
を
得
ま
せ

ん
。

町
長

質
問 介

護
保
険
の
改
正
は
利
用
者
の

抑
制
に
つ
な
が
る
の
で
は

町
長
│
介
護
保
険
維
持
の
た
め
、
や

む
を
得
な
い

今
回
見
直
し
が
検

討
さ
れ
て
い
る

①
要
支
援
、
要
介
護
の
家
事

代
行
の
廃
止

②
施
設
給
付
の
居
住
費
や
食

費
を
全
額
自
費

③
事
業
所
の
改
正
地
域
に
密

着
し
た
小
さ
な
事
業
所
の

減
少

質
問

④
ケ
ア
マ
ネ
の
評
価
や
ヘ
ル

パ
ー
の
仕
事
の
減
少

⑤
保
険
料
の
改
正
で
は
住
民

税
非
課
税
措
置
を
廃
止
、

特
別
徴
収
の
範
囲
を
遺
族

年
金
、
障
害
年
金
か
ら
も

天
引
き

以
上
の
内
容
に
つ
い
て
具

体
的
に
。

内
容
に
つ
い
て

は
、
現
在
国
会
で
審
議
中
で

す
の
で
、
質
問
に
対
し
て
、

回
答
で
き
る
段
階
に
な
い
こ

と
を
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

町
長

松
本
　
典
子
議
員

鞍寿の里にて

（
要
旨
）

平
成
16
年
12
月
に
発
達
障

害
者
支
援
法
が
制
定
さ
れ
、

本
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

国
は
、
都
道
府
県
ご
と
に

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

を
設
置
す
る
と
し
て
い
る

が
、
よ
り
き
め
細
か
な
支
援

対
策
を
実
施
す
る
に
は
市
区

町
村
の
役
割
が
極
め
て
重
要

で
あ
る
の
で
、
支
援
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
が
求
め
ら
れ

る
の
で
、
財
政
支
援
な
ど
の

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

提
出
者

川
野
　
高
實

送
付
先

内
閣
総
理
大
臣
　
小
泉
純
一
郎

他
　
関
係
大
臣

衆
参
両
院
議
長

（
要
旨
）

政
府
は
、
障
害
者
が
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
、

費
用
の
１
割
を
負
担
す
る

「
応
益
負
担
」
の
導
入
を
盛
り

発
達
障
害
児
（
者
）
に
対
す
る

支
援
促
進
を
求
め
る
意
見
書

請
　
願

意
見
書

障
害
者
に
過
重
な
負
担
を
強

い
る
「
応
益
負
担
」
導
入
を

や
め
、
障
害
者
福
祉
制
度
の

充
実
を
求
め
る
意
見
書

継
続
審
議

「
消
費
税
増
税
に
反
対
す

る
意
見
書
」
の
採
択
を
求

め
る
請
願

（
全
員
賛
成
で
採
択
）

（
要
旨
）

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
が

行
な
わ
れ
れ
ば
、
個
人
消
費

が
落
ち
込
み
、
景
気
に
深
刻

な
打
撃
を
与
え
る
の
で
、
引

き
上
げ
を
行
な
わ
な
い
よ
う

強
く
要
請
す
る
。

請
願
者

直
鞍
民
主
商
工
会

会
長
　
緑
　
　
豊
重

紹
介
議
員

宇
田
川
　
亮

送
付
先

内
閣
総
理
大
臣
　
小
泉
純
一
郎

他
　
関
係
大
臣

衆
参
両
院
議
長

議
員
発
議
に
よ
る
意
見
書

２
件
を
全
会
一
致
で
可
決

し
、
関
係
機
関
に
送
付
し
ま

し
た
。

込
ん
だ
法
案
を
提
出
し
た
が
、

こ
れ
は
自
立
支
援
ど
こ
ろ
か
、

自
立
と
社
会
参
加
の
道
を
閉

ざ
す
弱
者
切
り
捨
て
で
あ
る

の
で
、
応
益
負
担
制
度
の
導

入
な
ど
、
障
害
者
の
負
担
増

は
行
な
わ
な
い
こ
と
。

提
出
者

松
本
　
典
子

送
付
先

内
閣
総
理
大
臣
　
小
泉
純
一
郎

他
　
関
係
大
臣

衆
参
両
院
議
長

鞍
手
学
童
保
育
自
然
ク
ラ

ブ
の
新
設
に
関
す
る
請
願

請
願
者

満
留
　
孝
文

松
本
　
秀
樹

紹
介
議
員

福
本
　
博
文

松
本
　
典
子

「
市
場
化
テ
ス
ト
」
や
「
給
与
構

造
見
直
し
」
に
反
対
す
る
意
見

書
の
採
択
を
求
め
る
陳
情

陳
情
者

日
本
国
家
公
務
員
労
働
組

合
連
合
会

中
央
執
行
委
員
長

堀
口
　
士
郎


